
平成 22年 (行ウ)第 2号

事 務 連 絡

原告 奥 村悦夫  様

原告 高 井弘之  様

原告 別 府有光  様

上記原告 3名 を除く原告ら代理人 生 田暉雄

平成 22年 12月 6日

松山地方裁判所民事第 2部

裁判所書記官 小  林  利

様

下記 の と頭書事件について,原 告 らに対 し,裁 判長裁判官加島滋人の命 によ り,

お り連絡 します。

なお,本 件訴訟の手数料の算出根拠等は別紙のとおりですので,参 考までに添付

します。

記

原告 らは,

として, 80

平成 22年 12月 22日 (水)ま でに,本 件訴訟の手数料 (不足分)

0 0円 分の収入印紙 を納付 して ください。



(別 紙 )

※ 以 下に掲げる請求の趣旨は,平 成 22年 7月 13日 付け 「訴状の補正」により補正

された後のものである。

第 1 算 出根拠の概要

1 請 求の趣旨 1は ,算 定が極めて困難であるものとして 160万 円 (民訴費用

法 4条 2項 後段)

2 請 求の趣旨 2及 び 3は ,同 1と 利益が共通であるもの (民訴法 9条 1項 但書)

として合算 しない。

3 請 求の趣旨 4は ,算 定が極めて困難であるものとして 160万 円

4 請 求の趣旨 5な いし 7は ,同 4と 利益が共通であるものとして合算 しない。

5 よ って,訴 訟の目的の価額は 320万 円とな り,こ れに対応する印紙額は 2

万 1000円 であるところ,今 回,既 納付額 1万 3000円 との差額である 8

000円 分の収入印紙の納付 を求めるものである。

第 2 利 益共通部分に関する補足説明

1 当 裁判所としては,請 求の趣旨3は ,同 1又 は同2と 利益共通の関係にはな

いものと考えている。これは,同 1及び 2が 「今治市教育委員会が行った採択」

に関するものであったのに対し,同 3が 直接求めているのは 「今治市長の不作

為」の違法確認であることから,両 者は全く異なる問題と解することができる

し,現 に,原 告らにおいても,そ れぞれ意味があるものとして請求を立ててい

ることからすれば,別個の利益があるものと考えるのが相当であるからである。

2 も っとも,上 記の点につき,利 益共通の関係にあると解する余地もあり得る

のであれば,訴 訟の目的の価額の算定に当たっては,よ り低額となる方の見解

によることも可能であると言える。そして,原 告らから提出された平成 22年



8月 18日 付け 「訴状の印紙額についての上申書」の内容を踏 まえて,上 記の

見地か ら,更 に詳細な検討を行 った結果,訴 状等の記載か ら,請 求の趣旨 1及

び 2の 「今治市教 育委員会が行 った採択」の無効確認及び取消 しは,「今治市長

の不作為」,す なわち,「今治市長が扶桑社教科書等 を除外するな ど必要な措置

をしなかった こと」 を原因として請求 しているものと理解できないで もないこ

とか ら,同 3は ,同 1及 び同 2と 利益共通の関係にあると解する余地 もあると

考えるに至った。

3 当 裁判所 としては,上 記 1の 考え方には合理性があると考えているが,前 述

したように,原告 らの利益 を最大限考慮する見地か ら,上記 2の 考え方によ り,

本件訴訟の目的の価額は 320万 円とすることとした。

4 な お,請 求の趣旨4な いし7が 問題 としているのは 「公費の支出」であると

ころ,こ れ らの支出の一
部 (少な くとも委員報酬)と 「今治市教育委員会が行

つた採択」 との間には互いに原因 ・結果の関係にあるとは認め られない (これ

らの支出は採択 ・不採択に関わ らず支出されるべきものであ り,ま た,上 記 2

と異な り,採 択の無効確認等の原因として委員報酬の違法支出を主張 している

と解する余地はない。)こ とか ら,同 4な いし7が ,同 1な いし 3と 利益共通の

関係 にあると認めることはできない。

以  上



8月 18日 付け 「訴状の印紙額についての上申書」の内容 を踏 まえて,上 記の

見地か ら,更 に詳細な検討を行 った結果,訴 状等の記載か ら,請 求の趣旨 1及

び 2の 「今治市教 育委員会が行 った採択」の無効確認及び取消 しは,「今治市長

の不作為」,す なわち,「今治市長が扶桑社教科書等 を除外するな ど必要な措置

をしなかった こと」 を原因として請求 しているものと理解できないでもないこ

とか ら,同 3は ,同 1及 び同 2と 利益共通の関係にあると解する余地 もあると

考えるに至った。

3 当 裁判所 としては,上 記 1の 考え方 には合理性があると考えているが,前 述

したように,原告 らの利益 を最大限考慮する見地か ら,上記 2の 考え方 によ り,

本件訴訟の目的の価額は 320万 円とすることとした。

4 な お,請 求の趣旨4な いし7が 問題 としているのは 「公費の支出」であると

ころ,こ れ らの支出の一
部 (少な くとも委員報酬)と 「今治市教育委員会が行

つた採択」 との間には互いに原因 ・結果の関係にあるとは認め られない (これ

らの支出は採択 ・不採択に関わ らず支出されるべきものであ り,ま た,上 記 2

と異な り,採 択の無効確認等の原因として委員報酬の違法支出を主張 している

と解する余地はない。)こ とか ら,同 4な いし7が ,同 1な いし3と 利益共通の

関係にあると認めることはできない。

以  上


